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組合からのお知らせ

１．全国農薬業厚生年金基金 資産運用委員会

・日時：平成２２年８月２４日（火）、１３：００～

・場所：全農薬９Ｆ会議室

・出席者：石黒理事他

２．農薬用保護マスク研究会

・日時：平成２２年８月２５日（水）１４：００～１６：００

・場所：東京都台東区台東１－２６－６ 植調会館３階会議室

・議題：

平成２１年度の事業報告

平成２２年度の事業計画

その他

・出席者：宮坂技術顧問

３．全国農薬業厚生年金基金 監査会

・日時：平成２２年９月７日（火）１０：３０～１５：００

・場所：埼玉県浦和市

・出席者：石黒理事、北濱理事、堀江参事

４．（財）報農会評議員選定委員会

・日時：平成２２年９月９日（木）１３：３０～１５：３０

・場所：（社）日本植物防疫協会（駒込）３Ｆ会議室

・議事：

第１号議案 最初の評議員の選任に関する件

第２号議案 その他

・出席者：松木理事長

５．（社）日本植物防疫協会シンポジウム

・・・・「病害虫防除の展開方向を考える」・・・・

・日時：平成２２年９月１３日（月）１１：００～１７：２０

・場所：日本教育会館「一橋ホール」

・プログラム

「第一部」：農薬開発をめぐる最新動向 三井化学アグロ株式会社 田中啓司氏

「第二部」：今後求められる病害虫防除とは何か？

北海道立総合研究機構農業本部中央農業試験場 田中文夫氏

長野県農政部農業技術課 専門技術員 桑澤久仁厚氏
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大阪府環境農林水産総合研究所 岡田清嗣氏

「第三部」：パネルデイスカッションー防除を支えるインフラの現状と未来

・出席者：宮坂技術顧問、堀江参事

○日植防シンポジウム「病害虫防除の展開方向を考える」(概要)

（社）日本植物防疫協会（日植防）主催のシンポジウムが 9 月 13 日（月）都内千代田区の日本教育会

館一橋ホールに、国、都道府県、団体、農薬メーカー等、約 400 名が参集して開かれた。

開会に当たり、日植防の岩本理事長は、我が国の農業は、戸別所得補償制度の水稲から畑作物へ拡大

と言ったような施策を中心に、これから新たな展開方向が出てくるではないかと思っている。また、大

型経営農家中心の経営形態から多様な農業を存立させるといったような方向も出ているように伺ってい

る。

そういった中で、私どもが直接携わる植物防疫事業は地域の高

齢化が急速に進んでいる。

先頃公表された、５年毎の農業センサスの速報値においても、

その高齢化の実態が浮き彫りにされており、農業生産を支える植

物防疫は、防除実施主体の弱体化、病害虫の薬剤抵抗性・耐性の

顕在化、進入害虫や温暖化等に起因する病害虫の発生様相の複

雑・多様化など多くの困難な実態に直面しており、従来とは異な

る病害虫防除対策や低コスト・省力防除技術など新たな防除方法

の確立と利用が求められている。

一方、長年にわたって生産者や防除活動を支えてきた国・都道府県など公的な指導・研究機関や JA、

農業共済などの組織は弱体の一途をたどっており、防除現場での指導力を十分発揮できない実態にある。

本日のシンポジウムでは今後求められる病害虫防除とは何か、適時的確な防除活動にとって望ましい

インフラ構築のために何が必要かを整理してみたいと考えている。

当協会としても、現下の課題と今後各地で顕在化する問題をタイムリーかつ組織的に拾い上げていく

仕組みと、農薬登録のハードルが益々高くなる環境の中で、何らかのメーカ支援策を考えていく必要が

ある。 本日の議論を踏まえて具体化を早急に進めていきたいと考えているので、都道府県、団体など

の皆さんのご協力をお願いしたい。と挨拶した。

一方、シンポジウムでは、第2部では、

「今後求められる病害虫防除とは何

か」？と題して上記講演者から講演が

あった。

特に現場技術者が減少している今日、

濃密な技術指導が困難となってきてい

る中にあって、農薬の防除効果情報や

耐性菌、抵抗性情報など、正確、速や

かに生産者に伝えるシステムの早急な

構築が必要との発表があった。

第 3 部は、パネルデスカッション「防
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除を支えるインフラの現状と未来」をテーマに講演者の 4 氏と農水省植物防疫課防除班の黒谷博史課長

補佐、農薬工業会の内田又左右衛門事務局長、全農東海・近畿肥料農薬事業所 宗和弘氏が加わり討論

した。ここでも、指導機関の職員が減少し、人材育成に苦労していることが話題となった。農薬の使用

に当たっては基本に忠実に他者への配慮や自己責任が益々重要となることが上げられた。

６．日本植物医科学協会設立シンポジウム

・日時：平成２２年９月１４日（火）１３：００～１８：００

・場所：東京大学農学部 弥生講堂 一条ホール

・プログラム

開会挨拶 小栗 邦夫 （農林水産省 大臣官房 技術総括審議官）

第1 部 植物医科学が拓く未来 ～低炭素社会の実現に向けて～

特別講演：低炭素社会と植物医科学

山田 興一 （JST 低炭素社会戦略センター 副センター長東京大学 総長室顧問）

基調講演：植物医科学の目指すもの～先端臨床技術の社会実装～

難波 成任 （東京大学 大学院 教授・総長特任補佐JST 低炭素社会戦略センター 上席研究員）

第2 部 パネルディスカッション 植物医科学を活かした新たな事業への期待

パネリスト 藤井 滋生 （イオンアグリ創造株式会社 代表取締役）

(ABC 順) 猪股 敏郎 （社団法人 日本技術士会 農業部会長）

石橋 良夫 （千葉県柏市 経済産業部 農政課 課長）

西尾 健 （法政大学 生命科学部 教授）

榊 浩行 （農林水産省 大臣官房参事官）

高橋修一郎 （株式会社リバネス 代表取締役）

討論会

18:00 閉会

・出席者：宮坂技術顧問

写真は開会に当たり挨拶する農水省

小栗技術総括審議官

概要

2006 年に始まった「植物医科学」

の新たな試みは、我が国初の本格的植

物病院開設や植物医師の育成、外来侵

入重要病害の発見など、数々の成果を

挙げてきました。これまでの取組みは、

いずれも農業生産性の向上と食の安

全確保、環境保全型農業の展開に欠く

ことのできないものです。

具体的には、簡単、敏速、高感度で
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安価な新しい植物の病気診断システムを開発した。

今回、東京大学大学院農学生命科学研究科の難波教授がスライドを用い詳しく説明した。

また、これらの成果の社会実現に向け、このたび千

葉県柏市との連携のもと植物医科学の実証試験が開

始されたが、今回のシンポジウムでは、植物の臨床診

断技術が初めて紹介されました。 また、農水省、柏

市、技術士代表、法政大学、イオン等関係各界を代表

するリーダーによる、植物医科学を活かした新たな事

業への期待についてパネルディスカッションが行わ

れた。

翌日は植物病診断について、易しく解説する「植物病

害診断研究会」が開催され、盛会に終った。

○パネルディスカッションの様子

７．第６回執行部協議会

・日時：平成２２年９月１６日（木）１０：３０～１２：００

・場所：全農薬９Ｆ会議室

・議題：

組織強化について

（役員改選について、役員選挙規約による役員選考のスケジュールについて等）

財務体質強化について

（早期支払による奨励条件の取得について）

ＩＴ・広報活動について

（事務局における全農薬受発注システムのＩＴ化促進について）

・出席者：松木理事長、青木副理事長、鈴木常務理事、岩渕常務理事、羽隅理事相談役

事務局（宮坂技術顧問、堀江参事）

８．第２４９回理事会

・日時：平成２２年９月１６日（木）１３：３０～１６：３０

・場所：全農薬９Ｆ会議室

・議題：

「議決事項」

平成２２年度決算（案）に関する件

平成２３年度事業計画（案）に関する件

組合員の加入及び脱退について

賛助会員の加入について

全農薬受発注システム（事務局のＩＴ化促進）について
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早期支払による奨励条件の取得について

「協議事項」

第４５回通常総会及び第３３回全国集会スケジュールについて

第４５回通常総会議長候補選出について

全農薬受発注システムについて

平成２２年度植物防疫地区会議について

平成２３年度地区会議について

永年勤続役員・支部長表彰について

組合員事業所永年勤続表彰について

役員改選（候補者選考）について

「報告事項」

各委員会報告

消費者を交えた農薬シンポジウムの開催報告（四国、近畿、北陸地区）

農薬工業会との情報交換会について

（全農薬出席者）

松木理事長、青木副理事長、鈴木常務理事、岩渕常務理事、羽隅理事相談役

他理事１２名、監事３名、宮坂技術顧問、堀江参事、安孫子会計主任

９．農薬工業会との情報交換会

・日時：平成２２年９月１６日（水）１６：３０～１７：３０

・場所：全農薬９Ｆ会議室

・出席者：農薬工業会（5 名）

（大内会長、福林副会長、宮川業務Ｇ長、角田技術Ｇ長、内田事務局長）

全農薬（10 名）

（松木理事長、青木副理事長、鈴木常務理事、岩渕常務理事、羽隅理事相談役、

田中教育安全委員長、金子経済活動委員長、大森ＩＴ・広報委員長、宮坂技術顧問

堀江参事）

・議題：

農薬工業会支部と安全協支部との情報交換について（合同研修会の開催等）

広報活動について（農薬シンポジウム開催等）

その他

１０．第２５回報農会シンポジウム

・日時：平成２２年９月１７日（金）１０：００～１７：００

・場所：「北とぴあ」つつじホール（東京都北区王子１－１１－１）

・講演：「植物保護ハイビジョンー２０１０」―生物農薬の展開と化学農薬との調和―

生物農薬についての最近の開発・利用状況及び今後の展望 静岡大学農学部 西東 力

天敵を利用したＩＰＭプログラム アリスタライフサイエンス㈱ 山中 聡
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水稲、園芸分野での体系使用とハイブリッド農薬の開発 クミアイ化学工業㈱ 熊倉 和夫

天敵線虫製剤の枝幹害虫防除場面における使用事例 ㈱エス・デイー・エスバイオテック 田辺博司

微生物農薬による省力病害防除技術（果菜類/施設栽培における事例） 出光興産㈱ 尾川 新一郎

イチゴ栽培における生物農薬導入事例（天敵利用を中心に）神奈川県農業技術センター 小林 正伸

総合討論（パネルディスカッション）

・功績者表彰式

表彰

稲生 稔氏（茨城県）、 岡本康博氏（岡山県）、 高見澤和人氏（長野県）

・出席者：宮坂技術顧問、堀江参事

報農会の上路理事長は、開会の挨拶で、本会のシンポ

ジウムも「第一回の植物保護ハイビジョン」から今回

で 25 回を迎える、この間、多くの方々に多大なご支

援とご協力を賜りこの場をお借りして感謝申し上げる

とした上で、今回のシンポジウムは「生物農薬の展開

と化学農薬との調和」をテーマに、環境保全型農業に

於けるIPMの実施で期待されている生物農薬の使用に

ついても取り上げることにしました。

生物農薬は健康や環境に対する負荷が小さいものの、

対象が限定的、遅効的、効果が変動するなどの課題もあり、化学農薬と組み合わせた防除体系も導入さ

れつつあります。 本シンポジウムでは、天敵・微生物農薬など生物農薬の最近の開発・利用状況を概

観し、生産現場での生物農薬の導入事例などを紹介していただき、これからの病害虫等の防除に於ける

生物農薬と化学農薬の調和について展望する内容とした。と挨拶した。

そのあと、上記先生方による講演

が行われ、最後にパネルディスカ

ッションが行われた。

17 時からは、場所を 16 階の「天

覧の間」に移し、「功労者表彰式」

が行われた。

来賓には農林水産省消費・安全局、

福盛田植物防疫課長が出席し、祝

辞を述べられた。

祝辞の全文を以下に記す。

祝辞。

農林水産省植物防疫課の福盛田です。 このたび、報農会第 25 回功労賞を受賞された 3 名の方々に

は誠におめでとう御座います。心からお祝い申し上げます。
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また、報農会の表彰事業につきましても、昭和 61 年の創設以来、本年度まで計 85 名の方々表彰を

お受けになったと伺いました。着実なる事業の発展に敬意を表します。

本日受賞された 3 名の方々は、植物防疫の発展に対する長年の多大な功績が認められた方々であり、

大先輩に対し甚だ僭越ではございますが、植物防疫行政に携わる後輩として、一言、お祝い申し上げま

す。本日受賞された稲生様、高見澤様、岡本様におかれましては、それぞれ、大学や県の農業試験研究

機関、行政機関、病害虫防除所において、病害虫の予察や防除に関する試験研究や技術開発にすばらし

い業績を残された方々であります。ご活躍された分野はそれぞれでありますが、皆さまの業績は、現在

なお、植物防疫の基盤をなすものであり、心より敬意を表す次第です。私どもが携わっております植物

防疫の事業は、植物検疫と病害虫防除、すなわち、海外からの病害虫侵入防止と国内に於ける病害虫の

まん延・被害発生の防止が車の両輪の如く連携して、国内農業生産の安全を支えています。

その中で,植物検疫については、我が国への輸入植物の種類や輸入国が多様化し、病害虫の侵入リスク

が増大しています。水際での輸入検査においては、植物防疫官が日々、病害虫の侵入防止のため取り組

んでおります。私どもも、現在、病害虫のリスクに応じた検疫対象病害虫の明確化や措置の内容につい

て検討を進めております。他方、国内の病害虫防除においては、今年は昨年に比べ、暖冬の影響により

果樹カメムシ類の注意報が多く、また、九州地域でのセジロウンカ飛来が多いという発生予察情報が出

され、適期防除を呼びかけました。この伝統ある発生予察事業につきましては、約 10 年ぶりに、予察

調査の対象とする病害虫の見直しや、調査・防除手法の設定の検討を進めているところです。

また、この数年は、ウイルスを媒介したり、薬剤抵抗性を獲得した微小病害虫の防除のため、様々な

技術を駆使しながら技術体系を確立しようとする各地の取り組みを支援しています。

このような防除対策を進めることの出来るのは、その基礎になる一つ一つの技術の確立があってこそ

であります。本日受賞の栄誉に浴された 3 名の方々の業績はその礎となっております。改めてそのご功

績に敬意を表します。最後になりますが、植物防疫行政に携わる者の一人としまして、これまでの皆様

方の研究業績を踏まえ、今後、しっかりと取り組んで参りますことを申し上げ、甚だ措辞ではあります

が、お祝いの言葉とさせて頂きます。

○祝賀会の様子

(社)日植防岩本理事長の音頭で乾杯し、稲生、岡本、高見澤氏の活躍した時代の思い出話に花が咲いた。

受章者の皆さん（左から稲生、岡本、高見澤の各氏） (社)日植防岩本理事長の音頭で乾杯
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１１．全国農薬業厚生年金基金第５４回理事会、第４２回代議員会合同会議

・日時：平成２２年９月２４日（金）、午前１１時～１４時３０分

・場所：全農薬９Ｆ会議室

１２．第７３回植物防疫研修会

・日時：平成２２年９月２７日（月）～平成２２年１０月１日（金）

・場所：（社）日本植物防疫協会牛久研究所

・全農薬組合員から３０名が受講

１３．（財）報農会臨時評議員会

・日時：平成２２年１０月１４日（木）１３：００～１５：００

・場所：（社）日本植物防疫協会（駒込）３Ｆ会議室

・議事：

第１号議案 新制度に伴う新法人に移行した際の理事選任に関する件

第２号議案 新制度に伴う新法人に移行した際の監事選任に関する件

第３号議案 その他

・出席者：堀江参事

１４．第１１回ＩＥＴセミナー

「土壌中残留農薬等の後作物への移行性の解明に向けて」

・日時：平成２２年１０月１５日（金）１４：００～１７：５０

・場所：アルカデｲア市ヶ谷（私学会館）

写真は挨拶する加藤理事

・講演：

「残留性有機汚染物質の植物による吸収及び蓄積機構の解

明」

神戸大学自然科学系先端融合環 遺伝子実験センター講師

乾 秀之 氏

「土壌中残留農薬の後作物移行に関する実態」

社団法人日本植物防疫協会 理事 藤田 俊一 氏

・発表：

「数種幼植物における[14Ｃ]ヘプタクロルの吸収、移行および代謝」

化学部 代謝第２研究室 主任 林 靖 氏

「後作物移行性試験に関する世界的動向」

化学部 残留第２研究室 室長 飯島 和昭 氏

・参加者：宮坂技術顧問、堀江参事

概要

講演で、神戸大学自然科学系先端融合環 遺伝子実験センター講師 乾 秀之氏は、ズッキーニによる
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ダイオキシン類の吸収・蓄積メカニズムの解明について、

①ズッキーニは、高脂溶性汚染物質をその地上部に高濃度

で蓄積することが出来ることから特異的なメカニズムを

有している。

②ダイオキシン高吸収ズッキーニ品種はオルト位置換

PCB を効率よく吸収・蓄積した。また、土壌からの脱離・

可溶化、根から地上部への移行の段階において特異的なメ

カニズムを有していることが判明した。③特異的なメカニ

ズムの一つとしては、根におけるカスパリー線が重要な役

割を果たしていることが示唆された。

これらのことから、このような、残留性有機汚染物質（POPs）の吸収・蓄積メカニズムの解明は、効

率のよいファイレトメディエーション法野開発や残留性有機汚染物質（POPs）の吸収抑制技術開発につ

ながると結論した。

（参考）ファイトレメディエーションとは、植物やその根圏に共生的に存在する微生物群によって土壌

中の汚染物質（重金属・有機塩素系化合物・芳香族有機化合物など）を除去したり、分解することによ

って土壌汚染を浄化するプロセスです。

また、2 番目の講演は、「土壌中残留農薬の後作物移行に関する実態」と題して、社団法人日本植物防疫

協会理事の藤田 俊一氏が講演し、今問題になっている農薬の後作物への移行しやすいい農薬として、

①水溶性が高い農薬は、土壌水を介して後作物に吸収移行しやすい。②水溶性が低くとも、成分投下量

が多い、土壌中での消失速度が遅い、脱着されやすい等により、土壌水中に継続的に溶存していく場合

は後作物に球種移行されやすい。また、土壌中濃度が高く（例：土壌処理）、長期間にわたって持続する

（例：粒剤、徐放剤）製剤・施用法の場合は、それ以外の場合よりも後作物に吸収されやすいとの報告

があった。

その他、残留農薬研究所の研究員から、「数種幼植物におけるヘプタクロルの吸収、移行及び代謝」につ

いてと「後作物移行性試験に関する世界的動向」について発表があった。

１５．平成２２年度第３回役員選考準備委員会

・日時：平成２２年１０月１９日（火）午前１０時３０分～１１時４５分

・場所：全農薬９Ｆ会議室

・議題：総会における役員改選の進め方について等

・出席者：

役員選考準備委員会：鈴木委員長、武田委員、石黒委員、宇野委員、金子（邦）委員

事務局（堀江参事）



10

組合員の異動等について

○ 農薬卸売業者団体代表者変更

｢福島県｣

・団体名：福島県農薬卸商業協同組合

・旧理事長 門垣英夫（関菱化学株式会社社長）⇒新理事長 岩下 進（関菱化学株式会社社長）

○ 安全協幹事変更

「千葉県」

旧幹事：栗原美津雄 岩渕農薬㈱ ⇒ 新幹事：小川利夫 岩渕農薬㈱

〒２８５－０８１５佐倉市城５３５

電話０４３－４８５－２３４５

FAX０４３－４８５－２６６１

「富山県」

旧幹事：木林延嘉（株）山正富山営業所 ⇒ 新幹事：小寺一也 ㈱石沢商事

〒９３９－０１３２高岡市福岡町大滝３３０

電話０７６６－６４－３０１１

FAX０７６６－６４－５５７５

「静岡県」

旧幹事：小川敏弘 ㈱松田屋 ⇒ 新幹事：鷺坂祐志 ㈲サギサカ

〒４２４－００４７静岡市清水区鶴舞町４－３６

電話０５４３－６４－１１３１

FAX０５４３－６１－０３３５

「和歌山県」

旧幹事：垣本祥吾 日本農事㈱ ⇒ 谷口文崇 ㈱橋爪

〒６４９－０１６４海南市下津町上９１４

電話 ０７３－４９２－１２３１

FAX ０７３－４９２－４０６０

「徳島県」

旧幹事：森新一 ㈱ヨシミ ⇒ 阿部一郎 三協商事㈱

〒７７０－０９４１徳島市万代町５－８

電話０８８－６５３－５１３１

FAX０８８－６５２－６５１６

「香川県」

旧幹事：香川智 ㈱喜多猿八 ⇒ 新幹事：藤川司 三和機械㈱

〒７６８－００６７観音寺市坂本町５－４－７

電話０８７５－２５－４６５５

FAX０８７５－２３－１９１８

「熊本県」

旧幹事：酒井浩美 ㈱九州日紅 ⇒ 新幹事：牧辰一郎 ヒノマル㈱熊本支店
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〒８６２－８６６０熊本市九品寺５－７－２９

電話０９６－３７２－５１１０

FAX０９６－３６４－１７５５

○組合員代表者変更

・組合員名：小浦産業株式会社

・旧： 小浦梅三郎 ⇒ 新：小浦市郎 平成 22 年 8 月 1 日付け

○社名変更

旧：宮崎温仙堂商店 ⇒ 新：（株）温仙堂（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分安達、宮崎）

○組合脱退

「奈良県」：堀本商事㈱

○組合加入

・（株）温仙堂さつま川内営業所

〒895-0032 薩摩川内市山之口町 4667

電話 0996-22-3013 FAX0966-20-7512

主 な 行 事 予 定

【全国農薬協同組合】

平成22年10 月26 日（火）・・・・・・・・・・・・・全農薬監査

11 月16 日（火）・・・・・・・・・・・・・・・・・・第250 回理事会

11 月17 日（水）・・・・・・・・・・・・・・・・・・第25１回理事会

第45 回総会・第33 回安全協全国集会

（於：千代田区平河町「海運クラブ」）

12 月9 日（木）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第252 回理事会

◎平成23年度地区会議日程表

： 札幌市 札幌総合卸センター00 ～ 16 3010 ：北 海 道 2 24月 日 (木)

～ 17 ：： 東京都0000 メルパルク東京112 16 日月 (水)

月 日 時 間地 区
場 所

開 催 地 会 場

関東甲信越

北 陸

東 北

2 月 10 日 (木) 11 ： 00 ～ 16 ： 45 金沢市 石川県農業共済会館

2 月 15 日 (火) 11 ： 30 ～ 17 ： 00 仙台ガーデンパレス仙台市

九 州 2 月 2 日 (水) 11 ： 00 ～ 17 ： 00 福岡市 福岡ガーデンパレス

中国 ・ 四国 2 月 3 日 (木) 10 ： 30 ～ 16 ： 45 丸亀市 オークラホテル丸亀

東 海 2 月 8 日 (火) 11 ： 00 ～ 17 ： 00 名古屋 メルパルク名古屋

近 畿 2 月 9 日 (水) 10 ： 30 ～ 16 ： 30 大阪ガーデンパレス大阪市
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全国農薬業厚生年金基金〕

平成22年11 月16 日（火） 代議委員会及び理事会（11:00～14:00）

◎平成22年度植物防疫地区協議会日程表

松山市 平成２２年１１月１６日（火）～１７日（水） 愛媛県農業共済組合会議室中 国 ･ 四 国

名古屋市 平成２２年１１月９日（火）～１０日（水） 桜華会館会議室東 海 ・ 近 畿

金沢市 平成２２年１１月１８日（木）～１９日（金）
石川県広坂庁舎
生涯学習セン

ター
北 陸

さいたま市 平成２２年１１月２６日(金）
関東農政局共用

501会議室
関 東

地 区 名 開 催 地 開 催 日 程 及 び 会 場 出席予定者

栗原秀樹・羽隅弘治

事務局 宮坂初男

北海道・東北 青森市 平成２２年１１月１１日（木）～１２日（金） ウエーディングプラザアスカ

宮崎市 平成２２年１１月１１日(（木）～１２日（金） ホテルニューウエルシティ宮崎九 州 ･ 沖 縄
小八重 洋

金井謙一

池田晃司

上田修志

青木邦夫

開催場所住所等

１．北海道・東北地区 〒030-0801 青森市新町１-11-22

ウェディグプラザ アラスカ

Tel 017(723)2233 Fax 017(723)2361

２．関東地区 〒330-9722 さいたま市中央区新都心 2-1

さいたま新都心合同庁舎 2 号館 5Ｆ共用５０１

TEL048-600-0600

３．北陸地区 〒920-0962 金沢市広阪 2-１-１

石川県広坂庁舎生涯学習センター

TEL 076-223-9571

４．東海・近畿地区 〒460-0001 名古屋市中区三の丸１－７－２

桜華会館

TEL 052-201-8076（代表）

５．中国・四国地区 〒790-0002 松山市二番町 4 丁目 4 番 2

愛媛県農業共済組合連合会

TEL:089(941)8135(代表）

６．九州・沖縄地区 〒880-0879 宮崎市宮崎駅東１丁目２番８号

ホテルニューウェルシティ宮崎

TEL：0985（23）3311 FAX：0985（25）1262
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農水省等行政からのお知らせ

◎「飼料として使用する籾米への農薬使用について」の一部改正について
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◎「農地・水・環境保全向上対策の中間評価」について

平成 22 年 9 月 13 日

農 林 水 産 省

農林水産省は、「農地・水・環境保全向上対策の中間評価」を取りまとめましたので公表します。

1.中間評価について

農地・水・環境保全向上対策については、平成 22 年 3 月に閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本計

画」において、今年度、中間評価を実施し、共同活動の強化や環境保全型農業の推進等を図る観点から、これ

までの実績や現場の意見を踏まえ、効果と課題を明確化するとされていたところです。

このような中、本対策に係る第三者委員会での議論を経て、今般、「農地・水・環境保全向上対策の中間評価」

を取りまとめましたので公表いたします。

2.中間評価の概要

中間評価の主なポイントは以下のとおりです。

共同活動支援は、水田地域を中心に全国的に相当な広がり（143 万 ha）を持って取り組まれている。一方、営

農活動支援は、共同活動支援の取組面積の 5%にとどまっている。

本対策の効果として、それぞれの地域において、確実に資源の保全活動や環境にやさしい農業の取組が行わ

れているとともに、農村協働力の向上など農村地域の活性化にも寄与。

老朽化が進むほ場周りの農業用用排水路等の長寿命化に向けた取組の強化や環境にやさしい農業の取組

の更なる拡大などが、今後の課題。 なお、「農地・水・環境保全向上対策の中間評価」の詳しい内容は添付資

料のとおりです。

また、本対策に係る資料等については、下記 URL にてご覧いただけます。

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/nouti_mizu/index.html

＜添付資料＞

農地・水・環境保全向上対策の中間評価のポイント（PDF：691KB）

農地・水・環境保全向上対策の中間評価（PDF：1,092KB）

農村振興局整備部農地資源課農地・水・環境保全対策室

担当者：企画班 川合、高阪

代表：03-3502-8111（内線 5618）

ダイヤルイン：03-6744-2447
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◎ 農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農

薬分科会第 11 回合同会合について

農水省・環境省は 1月 5日(火)13 時から合同で標記委員会を農水省第２特別会議室で開催した。

議題は、①特定防除資材（特定農薬）の指定に係る今後の進め方について、②特定防除資材（特定農薬）の

指定に向けた具体的な資材の検討、③その他についてであり、今回審査された特定防除資材は①焼酎 ②電

解次亜塩素酸水 ③木酢液 ④ウエスタン・レッド・シーダー蒸留抽出液についてである。

今回の合同委員会は、キュウリや、トマト、リンゴ等のアブラムシやカイガラムシなどに 100 倍で使

用実績があり、かつ薬害のない「焼酎」を指定する方向で決定した。

その他の電解次亜塩素酸水、木酢液、ウエスタン・レッド・シーダー蒸留抽出液は安全上のデータ不

足等の理由で結論を次回委員会に先送りされた。

指定する方向で決定された焼酎については、これまでの検討では十分な薬効が確認できなかったため

審議が中断されていたが、昨年の「評価指針」改定により、生産現場で防除目的の使用実態が確認され

た食品等は薬効を省略できるようになったため、今回、再審議された物である。

今後のスケジュールは、内閣府の食品安全委員会にかけた上、特定防除資材として指定される予定で

ある。

農薬関連ニュース

海外ニュース

◎ 科学者・軍が協力してミツバチ・ミステリー解決へ

概要

2006 年以降、世界の農業に被害を与えた「蜂群崩壊症候群(CCD)」の解明に光明が見えてきた。

米国のモンタナ大学。米軍の研究者らが、インターネット科学誌「PLoSONE」に掲載された研究

報告の中で、ありふれた微胞子虫類とこれまで知られていなかったウイルスによってミツバチの大量

死が引き起こされた可能性が明らかにされた。

写真：ニューヨーク・タイムスより
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モンタナ大学のコリン・ヘンダーソン氏とジェリー・プロメンシェンク氏によると、無脊椎動物

に感染するイリドウイルスが、ノセマ属の微胞子虫類と協力してミツバチに作用することで、ミツバ

チを死に至らしめる可能性があるという。

蜂群崩壊症候群(CCD)は、2006 年に初めて確認され、感染するとミツバチの巣が全滅する。

米国農務省によると、米国では毎年約１５０億ドル相当の農作物でミツバチを使用した受粉が行

われており、科学者らは、ウイルスや真菌が大量死の原因ではないかと考えていた。

ミツバチの大量死は、少なくとも全米 35 州で報告されており、欧州やアジア、南米でも確認さ

れている。米国農務省の調査では、2006 年以降、毎年約２６～３６％の巣で大量死が発生してい

る。蜂群崩壊症候群(CCD)に感染すると蜂の大群が巣に帰還せず、巣箱が空になる。

コリン・ヘンダーソン氏とジェリー・プロメンシェンク氏は、CCD が発生した当初から原因究明

に着手し、既知の微胞子虫類の他に IIⅤ６という疑わしい未知のウイルスを発見する。

「この二つの組み合わせは、最初の感染が確認されたミツバチ群のほぼ１００％に見られた。」と

ヘンダーソン氏は言う。

２度目の大量死が発生したときにも死んだミツバチを調べ、ウイルスと微胞子虫類の存在を確認し

た。

その後、モンタナ大学で飼育していたミツバチの蜂群に感染が見られたことで、病気の発生から

死までの全容が初めて明らかになった。

予期せぬウイルス発見のヒントとなったのは、生物兵器によるヒトの疾患を調べていた米国国防

総省の研究だった。

米国国防総省では、研究のためミツバチから取り出されたタンパク質鎖の中に、ウイルスに感染

したミツバチのものも含まれている可能性があった。

ヘンダーソン氏らは、米国立科学財団の膨大な既知タンパク質のデータ・ベースをあたり、蛾に

はよく見られるものの、ミツバチでは存在が知られていなかったウイルス IIⅤ６を発見した。

この発見を受け、科学者らは実験室での研究を開始した。微胞子虫類かウイルスの一方のみに感染

させたミツバチでは CCD のような大量死は見られなかったが、その両方に感染させたミツバチで

は、CCD と類似の結果が得られた。

今後は、屋外での実験で検証していく必要があるが、ヘンダーソン氏は、原因の約８割は解明さ

れたものと言う。（M)

（参考）

「蜂群崩壊症候群(CCD)」の原因には、「疫病説（イスラエル急性麻痺ウィルス (IAPV)など）」、

「栄養失調説」、「ネオニコチノイドなどの農薬説」、「電磁波説」「害虫予防のための遺伝子組み換え

農作物説」、「ミツバチへの過労働・環境の変化によるストレス説」などが唱えられていた。

あくまでも概要の仮訳なので詳細は以下のアドレスから論文をご覧下さい。

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0013181
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◎ GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム）について

GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム）とは

Global Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

全国農薬協同組合事務局

私たちは、生活の色々な場面で化学物質を使用しています。 化学物質は私たちの生活の利便性を高め

てくれますが、その性質によっては、危険性や有害性があり、取り扱うにあたって注意を要する場合が

あります。

いくつかの国では、ラベル表示や安全データシートで、様々な化学物質の危険有害性（ハザード）や

取扱上の注意事項等の情報を化学物質を取り扱う人たちに伝える手続きやルールがありますが、その内

容は各国において様々で相違点が大きく、同じ化学物質であるのに異なる情報を表示している場合があ

ります。

一方、そのような手続きやルールを持っていない国も多いのが実情です。化学物質が世界的に流通し

ているなか、このように国によって表示内容が異なれば、化学物質を安全に製造、使用、輸送、処理、

廃棄することが困難となるのは明らかです。

このような観点から、国際的に調和された化学物質の分類及び表示方法が必要であると認識されるよ

うになり、長年の検討を経て、まとまったのが、ＧＨＳ：化学品の分類および表示に関する世界調和シ

ステム(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)です。

日本では、2006 年 12 月に労働安全衛生法に GHS 制度を導入する改正が行われました。しかし、

労働安全衛生法で絵表示が義務づけられるのは 93 物質、MSDS(化学物質等安全データシート)の作成義

務は 634 物質と限定されています。全ての化学物質を対象とする国連勧告での制度とは異なっていま

す。日本政府は法規制対象の約 1500 物質の分類作業を進めています。

○ GHS 制度の導入は、市民生活の安全・安心を支えるための情報提供。

日本の化学物質管理制度は、使用目的や用途によって管理官庁が分けられ、それぞれ省庁ごとに個別

の法律制度が作られています。化学物質の安全性を総舎的に管理するための統一した制度とはなってい

ません。 消費者向け製品の表示制度は法制度によってばらばらで、使用されている化学物質の種類や

量の表示、安全性評価などは義務付けられていません。 GHS 制度の導入は、.化学品の危険から被害を

予防するために、消費者が安全なものを選ぶ判断材料を提供します。また、.製造者に対し、より安全な

化学物質の使用、製品の開発を促すことになります。

以上のような理由から、我が国においても、2011 年 1 月からこの表示制度を導入しようとしており

ます。 農薬の個々のラベル等には表示されませんが、有効成分、キャリアー（増量剤等）に、これら

の表示する物質がありますと、流通段階の容器等に以下のマークが表示されます。
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◎ 平成 22 年度農薬工業会出荷実績表（６・７月）
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 全農薬ひろば ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ホトトギス（杜鵑草、学名：Tricyrtis hirta）

分類：ユリ科ホトトギス属、別名：時鳥草、杜鵑草、鶏脚草、性状：耐寒性多年草

花期：夏から晩秋、草丈：30～100 センチ、花色：主に紫紅色、まれに桃、赤、白、橙、黄、分布：主に関

東から西の太平洋側

”ホトトギス”と聞けば小鳥を思い浮かべる人が多いとおもいますが、今回は植物のホトトギスと呼ばれる多

年生草本植物である。この名前は花びらにある紫色の斑紋がホトトギス（小鳥）の胸の斑紋と似ていることか

ら付けられたとされている．

ホトトギス（小鳥）のは横縞模様であるが、野草の斑紋には横縞模様から大小の斑点まで様々なものがある。

ホトトギス属植物は19種知られており、いずれも東アジアに生育している。日本には12種分布しているが、

この内の 10 種は日本だけに生育する日本固有種である。

茶道では茶花として用いられる。

○英国キューガーデン内にある枯山水と「勅使門」、1910 年の日英博覧会

に出品されたもので、京都の西本願寺唐門を縮小したレプリカとのこと。門の脇にホトトギスが植え込まれている。（2010.9.26。M）

（雑談） 全農薬の事務所には新潟県関係者が多い、新潟県のお国自慢はお米の「コシヒカリ」であるが、今

年はいつもと様子が違う。新米がおいしくないというのだ。夏の熱波が一因との説もあるが、特に新潟県の 1

等米比率は思わしくなく、味にも影響があるという。特にコシヒカリＢＬになってからは、なおさらとの評判

もある。

いもち病に抵抗性を持つように改良されたコシヒカリを親とする品種群「コシヒカリ BL」とは、いもち病

抵抗性系統（Blast resistance Lines、ブラスト・レジスタンス・ラインズ）の略で、コシヒカリに、いもち

病の抵抗性遺伝子を連続戻し交配で導入することによって育成されたものである。連続戻し交配は、交配のみ

による従来育種で、遺伝子組み換えはしていない。 コシヒカリ BL は、品種登録上コシヒカリとは別の品種

である。病気に対する遺伝子などが異なるので、コシヒカリと性質が異なり同一品種として登録できない。 コ

シヒカリ BL には多品種あり、現在 12 品種が登録済みである。（M）


